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変更対照表

項 河川整備計画 河川整備計画変更

はじめに はじめに

かつての豊かな自然と風土を育んだ地域の共有財産としての河川の姿を取り戻したいという かつての豊かな自然と風土を育んだ地域の共有財産としての河川の姿を取り戻したいという

国民の要求に応え、平成9年に行われた河川法の改正では、法の目的として、｢治水｣､｢利水｣に 国民の要求に応え、平成9年に行われた河川法の改正では、法の目的として、｢治水｣､｢利水｣に

加え､｢環境｣が位置付けられるとともに、河川の特性と地域の風土や文化等の実情に応じた河 加え､｢環境｣が位置付けられるとともに、河川の特性と地域の風土や文化等の実情に応じた河

川整備を進めるため、計画策定においては、河川に関し学識経験を有する者や流域住民の意見 川整備を進めるため、計画策定においては、河川に関し学識経験を有する者や流域住民の意見

を反映する等の手続きの導入が定められた。 を反映する等の手続きの導入が定められた。

これを受け、奈良県では、大和川水系、淀川水系、紀の川(吉野川)水系及び新宮川(熊野川) これを受け、奈良県では、大和川水系、淀川水系、紀の川(吉野川)水系及び新宮川(熊野川)

水系の4水系について、水系毎に、奈良県河川整備委員会(河川に関し学識経験を有する者の意 水系の4水系について、水系毎に、奈良県河川整備委員会(河川に関し学識経験を有する者の意

見を聴くため設置)、関係流域住民及び関係自治体等からの意見を聴き、河川管理者である奈 見を聴くため設置)、関係流域住民及び関係自治体等からの意見を聴き、河川管理者である奈

良県知事が、河川及び流域の現状認識に基づき、河川整備の基本的な考え方に沿って、今後、 良県知事が、河川及び流域の現状認識に基づき、河川整備の基本的な考え方に沿って、今後、

概ね20年間に実施あるいは調査･検討する具体的施策を取りまとめた河川整備計画を順次、策 概ね20年間に実施あるいは調査･検討する具体的施策を取りまとめた河川整備計画を順次、策

定することとした。 定することとした。

河川整備計画は、河川法の改正の精神に基づき、河川管理者が流域住民の視点に立ち、河川 河川整備計画は、河川法の改正の精神に基づき、河川管理者が流域住民の視点に立ち、河川

のあり方を追求すると同時に、流域住民自らが、行政との連携･協働により地域の共有財産で のあり方を追求すると同時に、流域住民自らが、行政との連携･協働により地域の共有財産で

ある河川を守り育てていくという基本姿勢のもとに策定していくものである。 ある河川を守り育てていくという基本姿勢のもとに策定していくものである。

特に、日本国家成立以来の長い歴史を有する大和川流域においては、河川の有する歴史的背 特に、日本国家成立以来の長い歴史を有する大和川流域においては、河川の有する歴史的背

景に留意するとともに、近畿大都市圏の一部として人口、資産の集中が進む拠点的な地域であ 景に留意するとともに、近畿大都市圏の一部として人口、資産の集中が進む拠点的な地域であ

ることをふまえて、大和川流域の風土にふさわしい川づくりを進めていくことが求められる。 ることをふまえて、大和川流域の風土にふさわしい川づくりを進めていくことが求められる。

大和川水系の河川整備計画の策定にあたっては、概ね地勢的なまとまりにより以下の4圏域 大和川水系の河川整備計画の策定にあたっては、概ね地勢的なまとまりにより以下の4圏域

に分割する。 に分割する。

｢布留飛鳥圏域｣：水系南東部で大和川(初瀬川)･飛鳥川などの河川から構成。 ｢布留飛鳥圏域｣：水系南東部で大和川(初瀬川)･飛鳥川などの河川から構成。

｢生駒いかるが圏域｣：水系北西部で竜田川･富雄川などの河川から構成。 ｢生駒いかるが圏域｣：水系北西部で竜田川･富雄川などの河川から構成。

｢平城圏域｣：水系北東部で佐保川及びその支川で構成。 ｢平城圏域｣：水系北東部で佐保川及びその支川で構成。

｢曽我葛城圏域｣：水系南西部で曽我川･葛城川･葛下川などの河川から構成。 ｢曽我葛城圏域｣：水系南西部で曽我川･葛城川･葛下川などの河川から構成。

また、大和川の河口から川西町吐田まで、佐保川の大和川合流点から秋篠川合流点まで、及 また、大和川の河口から川西町吐田まで、佐保川の大和川合流点から秋篠川合流点まで、及

び曽我川の大和川合流点から広陵町大場までは国土交通大臣管理(以下､国管理という｡)区間と び曽我川の大和川合流点から広陵町大場までは国土交通大臣管理(以下､国管理という｡)区間と

なっており、この区間の計画と整合を図るものとする。 なっており、この区間の計画と整合を図るものとする。

本計画は、平成17年 8月の大和川水系河川整備計画（布留飛鳥圏域）策定後、明日香村栢森 本計画は、平成17年8月の大和川水系河川整備計画（布留飛鳥圏域）策定後、明日香村栢森

地区において、明日香村が進めている地域活性化計画と連携し、地元住民や有識者等の意見を 地区において、明日香村が進めている地域活性化計画と連携し、地元住民や有識者等の意見を

ふまえて「神奈備の郷・川づくり計画」が策定されたことから、奥明日香の風土にふさわしい ふまえて「神奈備の郷・川づくり計画」が策定されたことから、奥明日香の風土にふさわしい

水辺景観の保全・創出、生態系に配慮した河川環境の整備を図るために、奈良県河川整備委員 水辺景観の保全・創出、生態系に配慮した河川環境の整備を図るために、奈良県河川整備委員

会の審議、関係流域住民及び関係自治体等の意見聴取といった手続きを経て平成20年5月に見 会の審議、関係流域住民及び関係自治体等の意見聴取といった手続きを経て平成20年 5月に見

直しを行ったものである。 直しを行い、さらに、「浸水常襲地域における減災対策緊急プログラム（平成19年度成果報告）」

なお、今後とも本計画は、社会状況、自然環境及び河道状況等の状況の変化や新たな知見等 に基づき、飛鳥川支川の新川について、早期に洪水被害の軽減を図るため、奈良県河川整備委

により、必要な手続きを経て適宜見直しを行うものである。 員会の審議、関係流域住民及び関係自治体等の意見聴取といった手続きを経て平成22年3月に

見直しを行ったものである。

なお、今後とも本計画は、社会状況、自然環境及び河道状況等の状況の変化や新たな知見等

により、必要な手続きを経て適宜見直しを行うものである。
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変更対照表

項 河川整備計画 河川整備計画変更

目 次 目 次

第１章 河川整備の基本的な考え方 第１章 河川整備の基本的な考え方

第１節 大和川水系の現状と課題 …………………………………… １ 第１節 大和川水系の現状と課題 …………………………………… １

(1) 水系及び流域の特性 ………………………… １ (1) 水系及び流域の特性 ………………………… １

(2) 水系及び流域が抱える課題 ………………………… １ (2) 水系及び流域が抱える課題 ………………………… １

(3) 万葉の清流ルネッサンス ………………………… １ (3) 万葉の清流ルネッサンス ………………………… １

(4) 総合的な治水対策 ………………………… ２ (4) 総合的な治水対策 ………………………… ２

第２節 奈良県が管理する河川の目指すべき方向 …………………………………… ３ 第２節 奈良県が管理する河川の目指すべき方向 …………………………………… ３

第２章 河川整備計画の目標に関する事項 第２章 河川整備計画の目標に関する事項

第１節 布留飛鳥圏域の概要 …………………………………… ４ 第１節 布留飛鳥圏域の概要 …………………………………… ４

(1) 圏域の概要 ………………………… ４ (1) 圏域の概要 ………………………… ４

(2) 圏域内河川の概要 ………………………… ８ (2) 圏域内河川の概要 ………………………… ８

第２節 圏域内河川の整備の現状と課題 ……………………………………１０ 第２節 圏域内河川の整備の現状と課題 ……………………………………１０

(1) 河川利用及び河川環境の現状と課題 …………………………１０ (1) 河川利用及び河川環境の現状と課題 …………………………１０

(2) 治水の現状と課題 …………………………１２ (2) 治水の現状と課題 …………………………１３

第３節 河川整備計画の目標に関する事項 ……………………………………１４ 第３節 河川整備計画の目標に関する事項 ……………………………………１５

(1) 計画対象区間 …………………………１４ (1) 計画対象区間 …………………………１５

(2) 計画対象期間 …………………………１４ (2) 計画対象期間 …………………………１５

(3) 計画の目標に関する事項 …………………………１４ (3) 計画の目標に関する事項 …………………………１５

(4) 主な河川の整備方針 …………………………１５ (4) 主な河川の整備方針 …………………………１６

第３章 河川の整備の実施に関する事項 第３章 河川の整備の実施に関する事項

第１節 河川の整備の実施に関する事項 ……………………………………２１ 第１節 河川の整備の実施に関する事項 ……………………………………２３

(1) 整備の実施に関する事項 …………………………２１ (1) 整備の実施に関する事項 …………………………２３

(2) 河川工事の目的、種類及び施行の場所 ……………………………………２５ (2) 河川工事の目的、種類及び施行の場所 ……………………………………２７

第２節 河川の維持に関する事項 ……………………………………３９ 第２節 河川の維持に関する事項 ……………………………………４３

(1) 河川の維持の目的 …………………………３９ (1) 河川の維持の目的 …………………………４３

(2) 河川の維持の種類及び施行の場所 …………………………３９ (2) 河川の維持の種類及び施行の場所 …………………………４３

第３節 その他、河川の整備を総合的に行うために必要な事項 …………………………４０ 第３節 その他、河川の整備を総合的に行うために必要な事項 …………………………４４

(1) 増水時における情報連絡体制の強化 …………………………４０ (1) 増水時における情報連絡体制の強化 …………………………４４

(2) 雨量･水量･水質の把握等 …………………………４０ (2) 雨量･水量･水質の把握等 …………………………４４

(3) その他 …………………………４０ (3) その他 …………………………４４

計 画 附 図 ……………………………………４１ 計 画 附 図 ……………………………………４５
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変更対照表

項 河川整備計画 河川整備計画変更

１０ 第２節 圏域内河川の整備の現状と課題 第２節 圏域内河川の整備の現状と課題

(1) 河川利用及び河川環境の現状と課題 (1) 河川利用及び河川環境の現状と課題

①水利用の状況 ①水利用の状況

河川の流水は、古来からため池とともに主に灌漑用水として利用されている。近年は昭和 河川の流水は、古来からため池とともに主に灌漑用水として利用されている。近年は昭和

32年に倉橋ため池が、また、昭和49年より十津川･紀の川土地改良事業による吉野川分水の 32年に倉橋ため池が、また、昭和49年より十津川･紀の川土地改良事業による吉野川分水の

本格的な運用が始まり、現在は、従前に比べ水不足は改善している。 本格的な運用が始まり、現在は、従前に比べ水不足は改善している。

本圏域の河川のうち、大和川(初瀬川)、寺川、飛鳥川は中世以前に、ほぼ南北に平行する 本圏域の河川のうち、大和川(初瀬川)、寺川、飛鳥川は中世以前に、ほぼ南北に平行する

ように付け替えられたと考えられている。これは東から西へ傾斜する地形を利用し、標高の ように付け替えられたと考えられている。これは東から西へ傾斜する地形を利用し、標高の

高い大和川(初瀬川)で取水した水を灌漑用水に利用しながら標高の低い寺川に排水し、同様 高い大和川(初瀬川)で取水した水を灌漑用水に利用しながら標高の低い寺川に排水し、同様

に寺川で取水された水は、灌漑用水に利用し飛鳥川に排水されており、用水の効率的な利用 に寺川で取水された水は、灌漑用水に利用し飛鳥川に排水されており、用水の効率的な利用

を可能にする配列となっている。これらの河川に数多く設けられた井堰と用水路が河川とと を可能にする配列となっている。これらの河川に数多く設けられた井堰と用水路が河川とと

もに複雑な水路系を構築しているだけでなく、吉野川分水など他水系からの流入経路が組み もに複雑な水路系を構築しているだけでなく、吉野川分水など他水系からの流入経路が組み

合わさり、本圏域内の正常流量の把握を困難なものにしている一因となっている。 合わさり、本圏域内の正常流量の把握を困難なものにしている一因となっている。

上水の利用については、圏域内の殆どは奈良県営水道から給水しているが、自己の水源と 上水の利用については、圏域内の殆どは奈良県営水道から給水しているが、自己の水源と

して、桜井市は初瀬ダムと纒向川(桜井市箸中)で取水している。また、天理市が天理ダムで して、桜井市は初瀬ダムと纒向川(桜井市箸中)で取水している。また、天理市が天理ダムで

取水している。 取水している。

漁業については、大和川(田原本町と桜井市の境界から下流)､寺川(田原本町と橿原市の境 大和川(初瀬川)における流況は、昭和60年から平成17年までの近年21年間において、下流

界から下流)､飛鳥川(近鉄田原本線橋梁から下流)ではコイ･フナが大和川水域河川漁業協同 部の庵治地点(天理市嘉幡町地内)では平均低水流量0.76m3/s、平均渇水流量0.43m3/s、上流

組合により放流されており、大和川(桜井市粟殿の出口橋から上流)及びその区域にある支川 部の黒崎地点(桜井市慈恩寺地内)では平均低水流量0.62m3/s、平均渇水流量0.41m3/sとなっ

ではアマゴ、アユが初瀬川水域漁業協同組合により放流され内水面漁業に利用されている。 ている。

漁業については、大和川(田原本町と桜井市の境界から下流)､寺川(田原本町と橿原市の境

界から下流)､飛鳥川(近鉄田原本線橋梁から下流)ではコイ･フナが大和川水域河川漁業協同

組合により放流されており、大和川(桜井市粟殿の出口橋から上流)及びその区域にある支川

ではアマゴ、アユが初瀬川水域漁業協同組合により放流され内水面漁業に利用されている

なお、大和川水系河川整備基本方針では、流水の正常な機能を維持するために必要な流量

を、柏原地点(大阪府柏原市)において、7月から9月は概ね4m3/s、10月から6月は概ね6m3/sと

定めている。
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変更対照表

項 河川整備計画 河川整備計画変更

１ ０～ ②河川の水質 ②河川の水質

１１ 昭和40年頃からの流域の都市化の進展に伴い河川水質の悪化が顕在化しており、本圏域に 昭和40年頃からの流域の都市化の進展に伴い河川水質の悪化が顕在化しており、本圏域に

おいても､｢万葉の清流ルネッサンス｣計画に基づき、総合的な水質改善の取り組みを進め、 おいても､｢万葉の清流ルネッサンス｣計画に基づき、総合的な水質改善の取り組みを進め、

下水道等の整備とあわせ、水質悪化が著しい三輪川、中の橋川において河川直接浄化事業を 下水道等の整備とあわせ、水質悪化が著しい三輪川、

実施してきた。 中の橋川において河川直接浄化事業を実施してきた。

しかしながら、環境基準点である大和川初瀬取入口地点、布留川みどり橋地点、布留川流 布留飛鳥圏域の水質の環境基準は、大和川(初瀬

末地点、寺川立石橋地点、寺川吐田橋地点、飛鳥川神道橋地点、及び飛鳥川保田橋地点の7 川)、布留川、寺川及び飛鳥川の上流部がA類型(BOD2.

地点の内、平成17年度時点で環境基準を満足したのは布留川みどり橋地点、布留川流末地点、 0mg/L以下)に、布留川、寺川及び飛鳥川の下流部がC

寺川立石橋地点及び飛鳥川神道橋地点の4地点で、その多くが上流に位置し、下流部では殆 類型(BOD5.0mg/L以下)に指定されている。

ど未達成である。 環境基準点におけるBOD値は近年改善傾向にあり、

特に下流部では大きな改善が見られる。平成16年度

には7地点すべての環境基準点において環境基準を満

足したものの、環境基準値付近を推移している状況

が続いていることから、さらなる改善を図る必要が

ある。

水質の環境基準点及び指定水域

布留飛鳥圏域の水質（環境基準点におけるBOD75%値の推移）
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（天理市吉田町）

寺川・吐田橋
（川西町南吐田）

凡 例

圏域界

環境基準A類型

環境基準C類型

三輪川河川浄化施設
（桜井市三輪）

飛鳥川・保田橋
（川西町保田）

中の橋川河川浄化施設
（田原本町佐味）

飛鳥川・神道橋
（橿原市小房町）

寺川・立石橋
（桜井市浅古）

大和川・
初瀬取水口
（桜井市初瀬）

布留川・みどり橋
（天理市豊井町）

布留川・布留川流末
（天理市吉田町）

寺川・吐田橋
（川西町南吐田）

凡 例

圏域界

環境基準A類型

環境基準C類型

三輪川河川浄化施設
（桜井市三輪）

飛鳥川・保田橋
（川西町保田）

中の橋川河川浄化施設
（田原本町佐味）

飛鳥川・神道橋
（橿原市小房町）

寺川・立石橋
（桜井市浅古）
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大和川・初瀬取水口(A類型)
布留川・みどり橋(A類型)
布留川・布留川流末(C類型)
寺川・立石橋(A類型)
寺川・吐田橋(C類型)
飛鳥川・神道橋(A類型)
飛鳥川・保田橋(C類型)
環境基準A類型(BOD 2.0mg/L以下)
環境基準C類型(BOD 5.0mg/L以下)
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変更対照表

項 河川整備計画 河川整備計画変更

２２ ⑦新川水系

【環境･景観】新川は、上流部、下流部では農地を、中流部では三宅町の市街地を流下する

河川である。殆どの区間がブロック積み護岸もしくは石積み護岸であり、また、井堰により

湛水している期間が長いこともあり植生は少ない。河川水が滞留しやすいうえに生活雑排水

等が流入するため流水の見た目は悪く、今後も地域住民とともに水質改善に努め、生物の生

息環境を保全しながら、河川美化啓発活動等を推進し河川環境の改善に努める。また、河川

の整備を行う際は周辺の田園風景と調和した整備を図る。

【利用･利水】新川の川沿いでは、これまで親水公園等の整備は行われていない。今後は地

域住民の必要性を確認した上で、横断形状や管理用通路を必要に応じ工夫することで親水性

を高めるよう努める。その際には計画づくりと維持管理への地域住民の連携･協働を基本と

する。また、取水施設や取水量の把握に努め、継続的に水質や水量の把握に努める。

【治水】新川流域では、昭和57年8月、平成7年7月、平成10年8月洪水などに浸水被害が発生

しており、これらの被害を早急に軽減するため、洪水を安全に流下させる能力が不足してい

る区間のうち、飛鳥川との合流点から三宅町石見都市下水路合流点までの区間について計画

的に河道改修を行う。また、飛鳥川との合流付近には、飛鳥川からの逆流による浸水被害を

防止するための樋門を設置する。
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変更対照表

項 河川整備計画 河川整備計画変更

２３ 第３章 河川の整備の実施に関する事項 第３章 河川の整備の実施に関する事項

本章においては、第2章における河川整備計画の目標の実現に向けた具体的に実施する事 本章においては、第2章における河川整備計画の目標の実現に向けた具体的に実施する事

項について記述する。 項について記述する。

第１節 河川の整備の実施に関する事項 第１節 河川の整備の実施に関する事項

(1) 整備の実施に関する事項 (1) 整備の実施に関する事項

①河川環境の整備と保全に関する事項 ①河川環境の整備と保全に関する事項

河川環境の整備と保全に関しては、まず各河川の利用実態についてその把握に努め、その 河川環境の整備と保全に関しては、まず各河川の利用実態についてその把握に努め、その

結果を計画に反映しながら、以下の整備を進める。 結果を計画に反映しながら、以下の整備を進める。

ⅰ水がきれいな川づくり ⅰ水がきれいな川づくり

国･県･市町村の関係機関や住民と連携し、流域全体で河川水質改善の取り組み(大和川 国･県･市町村の関係機関や住民と連携し、流域全体で河川水質改善の取り組み(大和川

清流ルネッサンスⅡ)を推進する。具体的には、下水道整備の促進、既設河川直接浄化施 清流ルネッサンスⅡ)を推進する。具体的には、下水道整備の促進、既設河川直接浄化施

設の適切な維持管理、生活雑排水の対策や河川美化の啓発活動、排水の規制、合併処理浄 設の適切な維持管理、生活雑排水の対策や河川美化の啓発活動、排水の規制、合併処理浄

化槽の設置、状況に応じた底泥の浚渫等の対策等を総合的に進める。 化槽の設置、状況に応じた底泥の浚渫等の対策等を総合的に進める。

ⅱ多様な生物が生息できる川づくり ⅱ多様な生物が生息できる川づくり

各河川の特性を考慮し、多自然川づくりによる瀬や淵の形成、水辺や護岸の緑化、親水 各河川の特性を考慮し、多自然川づくりによる瀬や淵の形成、水辺や護岸の緑化、親水

空間の整備、修景整備など必要に応じた工事を実施することにより、河川が持つ機能の多 空間の整備、修景整備など必要に応じた工事を実施することにより、河川が持つ機能の多

面性を活かし｢その川らしい川づくり｣を行う。さらに、河川水辺の国勢調査(生物調査)を 面性を活かし｢その川らしい川づくり｣を行う。さらに、河川水辺の国勢調査(生物調査)を

定期的に実施するほか、必要に応じて生物のモニタリングを行い、その結果をふまえ、そ 定期的に実施するほか、必要に応じて生物のモニタリングを行い、その結果をふまえ、そ

の川らしい生物の生息環境の保全に努める。 の川らしい生物の生息環境の保全に努める。

具体的な方法としては、工事を実施する区間については、生物に配慮した護岸工法を採 具体的な方法としては、工事を実施する区間については、モニタリング等を行いつつ、

用する。とくに縦断的な環境の連続性を保持するため落差工の設置箇所を必要 小限とし、 生物に配慮した護岸工法を採用する。とくに縦断的な環境の連続性を保持するため落差工

やむを得ず設置する際は、緩傾斜とするなど十分な配慮をするとともに、工事中に生じる の設置箇所を必要 小限とし、やむを得ず設置する際は、緩傾斜とするなど十分な配慮を

濁水については濁水防止等の措置を実施するなど必要に応じて、生物の生息環境に影響を するとともに、工事中に生じる濁水については濁水防止等の措置を実施するなど必要に応

与えないよう配慮する。また、それ以外の区間については、生物の生息環境の現状を保全 じて、生物の生息環境に影響を与えないよう配慮する。また、それ以外の区間については、

することを基本とするが、河川の状況に応じ必要な対策を実施する。 生物の生息環境の現状を保全することを基本とするが、河川の状況に応じ必要な対策を実

ⅲ人々が水辺に親しめる川づくり 施する。

川沿いの土地利用状況への配慮や計画づくりと維持管理について地域住民との連携･協 ⅲ人々が水辺に親しめる川づくり

働を基本とし、必要に応じて、階段護岸、広場、散策路等の整備や周辺景観を生かした河 川沿いの土地利用状況への配慮や計画づくりと維持管理について地域住民との連携･協

川整備を行う。本圏域の県管理河川においては、布留川北流に親水施設の整備を行う。 働を基本とし、必要に応じて、階段護岸、広場、散策路等の整備や周辺景観を生かした河

ⅳ美しい河川風景づくり 川整備を行う。本圏域の県管理河川においては、布留川北流に親水施設の整備を行う。

｢良好なまちづくり｣という観点から、関係自治体や地域住民と連携し、地域社会の意見 ⅳ美しい河川風景づくり

形成に配慮しながら、各河川の個性を活かした川づくりを総合的に実施するものであり、 ｢良好なまちづくり｣という観点から、関係自治体や地域住民と連携し、地域社会の意見

河川空間が地域と調和した美しい風景を有するオープンスペースとなるよう取り組みを進 形成に配慮しながら、各河川の個性を活かした川づくりを総合的に実施するものであり、

める。特に、地域の歴史的な要素を活かした河川整備については、歴史的風土保存地区な 河川空間が地域と調和した美しい風景を有するオープンスペースとなるよう取り組みを進

ど優れた景観を有する区域を流下する河川のうち、治水の整備と重なる区間を 優先に整 める。特に、地域の歴史的な要素を活かした河川整備については、歴史的風土保存地区な

備を行う。さらに、これまでに改修を行った区間も対象とし、有識者の意見を聴きながら、 ど優れた景観を有する区域を流下する河川のうち、治水の整備と重なる区間を 優先に整

歴史的背景を有する箇所を抽出し、拠点的な整備を行うことについて検討を進める。本圏 備を行う。さらに、これまでに改修を行った区間も対象とし、有識者の意見を聴きながら、

域の県管理河川においては、大和川(初瀬川)、飛鳥川、米川では歴史的な景観に配慮した 歴史的背景を有する箇所を抽出し、拠点的な整備を行うことについて検討を進める。本圏

整備を行う。特に、飛鳥川のうち明日香村栢森地区については、「神奈備の郷・川づくり 域の県管理河川においては、大和川(初瀬川)、飛鳥川、米川では歴史的な景観に配慮した

計画」に基づき、奥明日香の風土にふさわしい水辺景観の保全・創出を図る。 整備を行う。特に、飛鳥川のうち明日香村栢森地区については、「神奈備の郷・川づくり

計画」に基づき、奥明日香の風土にふさわしい水辺景観の保全・創出を図る。
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変更対照表

項 河川整備計画 河川整備計画変更

２４

図－４ 景観整備区間 図－４ 景観整備区間

②地域と一体となった川づくりに関する事項 ②地域と一体となった川づくりに関する事項

本圏域には、大和川（初瀬川）、飛鳥川、布留川など、古来より人々の生活や歴史・文化 本圏域には、大和川（初瀬川）、飛鳥川、布留川など、古来より人々の生活や歴史・文化

を支えてきた河川が多く、これらの河川を生活空間の一部としている地域住民だけでなく圏 を支えてきた河川が多く、これらの河川を生活空間の一部としている地域住民だけでなく圏

域外の住民からも、その現状と対策に高い関心が寄せられている。この地域の個性を活かし、 域外の住民からも、その現状と対策に高い関心が寄せられている。この地域の個性を活かし、

地域から愛される魅力ある川とするために、以下の方針により、関係機関や地域住民と連携 地域から愛される魅力ある川とするために、以下の方針により、関係機関や地域住民と連携

･協働して川づくりを進める。 ･協働して川づくりを進める。

ⅰ川への関心の高揚 ⅰ川への関心の高揚

インターネットや各種キャンペーン、出前講座、ＰＲパンフレット等を通じて、河川に インターネットや各種キャンペーン、出前講座、ＰＲパンフレット等を通じて、河川に

関する様々な情報（各河川の歴史、河川事業の紹介、リアルタイムの河川水位等のデータ、 関する様々な情報（各河川の歴史、河川事業の紹介、リアルタイムの河川水位等のデータ、

浸水実績図等）を継続的に提供し、行政と住民が情報を共有できるよう努めるとともに、 浸水実績図等）を継続的に提供し、行政と住民が情報を共有できるよう努めるとともに、

川に関する意見交換を行い住民と連携･協働した川づくりの促進に努める。 川に関する意見交換を行い住民と連携･協働した川づくりの促進に努める。

また、教育機関と連携して、河川環境について子供達の理解を深めることを通し、川へ また、教育機関と連携して、河川環境について子供達の理解を深めることを通し、川へ

の関心を高め、地域から愛される川づくりを進めていく。具体的には、小学校の総合学習 の関心を高め、地域から愛される川づくりを進めていく。具体的には、小学校の総合学習

へ職員の派遣や資材の提供を行い水生生物観察会(リバーウォッチング)の活動を支援する へ職員の派遣や資材の提供を行い水生生物観察会(リバーウォッチング)の活動を支援する

ほか、川に関する学習への講師の派遣、情報紙(かっぱ通信)の配布などを行う。さらに、 ほか、川に関する学習への講師の派遣、情報紙(かっぱ通信)の配布などを行う。さらに、

地域住民や学校教育･生涯教育現場との意見交換の場として、出前講座やセミナー(川の達 地域住民や学校教育･生涯教育現場との意見交換の場として、出前講座やセミナー(川の達

人養成講座)を実施し、これらの活動を通し河川に関わる人材や組織の育成を進める。 人養成講座)を実施し、これらの活動を通し河川に関わる人材や組織の育成を進める。
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変更対照表

項 河川整備計画 河川整備計画変更

２６ ③河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項 ③河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項

継続的に水量等の観測を行う。また、関係部局と連携し、緑地の保全や浸透施設の設置等 本圏域内における流水の正常な機能を維持するため必要な流量の検討に向け、継続的な水

により雨水浸透機能の保全又は向上を図る。今後は、流水の正常な機能を維持するため、水 量等の観測を行い流況や水利用状況の把握に努める。また、関係部局と連携し、緑地の保全

資源の涵養及び農林部局等と連携した合理的な水利用などについて検討を進める。 や浸透施設の設置等により雨水浸透機能の保全又は向上を図る。今後は、健全な水循環の再

④洪水による災害の発生の防止又は軽減に関する事項 生を図るため、水資源の涵養及び農林部局等と連携した合理的な水利用などについて検討を

本圏域内の一級河川50河川のうち、河川の持つ重要度(水系の基幹となる河川)、近年10カ 進める。

年における浸水被害の状況、現状の洪水処理能力、氾濫が生じた場合の想定被害額の大きさ ④洪水による災害の発生の防止又は軽減に関する事項

を考慮し、優先的に整備する河川を選定するものとし、洪水流下型対策については、本圏域 本圏域内の一級河川50河川のうち、河川の持つ重要度(水系の基幹となる河川)、近年10カ

の県管理河川のうち、大和川(初瀬川)、布留川北流、布留川南流、寺川、飛鳥川及び米川に 年における浸水被害の状況、現状の洪水処理能力、氾濫が生じた場合の想定被害額の大きさ

ついて計画的に整備する。また、洪水貯留型対策については、本圏域の県管理河川のうち、 を考慮し、優先的に整備する河川を選定するものとし、洪水流下型対策については、本圏域

中川に遊水地を計画的に整備するとともに、飛鳥川の明日香村栢森地区においては洪水調節 の県管理河川のうち、大和川(初瀬川)、布留川北流、布留川南流、寺川、飛鳥川、米川及び

効果を有する河道の整備を行う。但し、優先的に整備する河川については、今後の社会状況、 新川について計画的に整備する。また、洪水貯留型対策については、本圏域の県管理河川の

自然環境、河道状況などの変化により、必要に応じ、見直しを随時行うものとする。 うち、中川に遊水地を計画的に整備するとともに、飛鳥川の明日香村栢森地区においては洪

さらに、優先的に整備を行う河川を含め圏域内の全河川について、災害などの状況に応じ 水調節効果を有する河道の整備を行う。併せて、ため池の治水利用、雨水貯留浸透施設の設

必要な対策を講じるとともに治水機能の適切な維持管理に努めるほか、警戒避難体制、水防 置等の流域対策についても、国・市町村及び関係部局と連携し推進する。但し、優先的に整

管理体制の強化と必要な情報の住民への周知徹底を図る。 備する河川については、今後の社会状況、自然環境、河道状況などの変化により、必要に応

じ、見直しを随時行うものとする。

さらに、優先的に整備を行う河川を含め圏域内の全河川について、予防的な対策として、

治水安全度を高めるための洪水流下阻害部の掘削等を緊急的に実施する。また、災害などの

状況に応じ必要な対策を講じるとともに治水機能の適切な維持管理に努めるほか、警戒避難

体制、水防管理体制の強化と必要な情報の住民への周知徹底を図る。

図－５ 治水整備区間 図－５ 治水整備区間
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変更対照表

項 河川整備計画 河川整備計画変更

４１ ⑧新川

ⅰ整備方針

【環境･景観】河川の整備を行う際は、環境の保全や回復に配慮するとともに周辺環境と

調和した整備を図る。水質については、河川水が滞留しやすいうえに生活雑排水等が流入

するため流水の見た目は悪く、今後も水質改善に努め生物の生息環境を保全しながら、地

域とともに河川美化啓発活動等を推進し河川環境の改善に努める。

【利用･利水】取水施設や取水量の把握に努め、継続的に水質や水量の把握に努める。な

お、新川の川沿いでは、これまで親水公園等の整備は行われていない。

【治水】三宅町市街地の浸水被害を軽減するため、洪水を安全に流下させる能力が不足す

る区間のうち、飛鳥川との合流点から三宅町石見都市下水路合流点までの区間について計

画的に河道改修を行う。また、飛鳥川との合流付近には、飛鳥川からの逆流による浸水被

害を防止するための樋門を設置する。樋門の整備にあたっては、適確な情報に基づいた操

作が行えるよう必要な対策を行う。

ⅱ河川工事の目的

概ね10年に1回程度の確率で発生する降雨の洪水を安全に流下させるとともに生物の生息環境を保全する。

ⅲ河川工事の種類

現況の河道法線をもとに、河道断面の拡大(拡幅･河床掘削)を行う。

飛鳥川との合流付近には逆流防止樋門を設置する。

ⅳ河川工事の施行の場所

三宅町小柳地内から三宅町伴堂地内

（飛鳥川との合流点 から 三宅町石見都市下水路合流点まで約1,340ｍ）

施行区間内の主な既存工作物

橋 梁 １０ 橋

取 水 堰 １ 基
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項 河川整備計画 河川整備計画変更

４２
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変更対照表

項 河川整備計画 河川整備計画変更

６３ ⑧新川

図(8)-1 計画高水流量配分図

図(8)-2-1 No.15付近の横断図

図(8)-2-2 No.55付近の横断図

※ こ の 横 断 図 は 、 現 在 事 業 に 着 手 し て い る 区 間 の 横 断 図 で す 。 そ れ 以 外 の 区 間 の 形 状 や

構 造 等 に つ い て は 、 川 沿 い の 風 景 や 土 地 利 用 、 経 済 性 な ど を 勘 案 す る と と も に 、 住 民 と

の

合 意 形 成 を 図 り な が ら 決 め て い き ま す 。
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